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予算決算委員会産業建設分科会会議記録 

（令和８年度当初予算審査） 

１．日 時 令和８年２月２０日   ９時３０分開会 

令和８年２月２０日  １６時１３分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 荒木礼子座長、隅田雅春副座長、金崎美和委員、渡辺拓道委員、 

大内正博委員、上田英樹委員 

４．欠席議員 なし 

５．参考人 なし 

６．傍聴人 なし 

７．会議に付した事件 

 議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

 議案第４０号 令和８年度丹波篠山市水道事業会計予算 

 議案第４１号 令和８年度丹波篠山市下水道事業会計予算 

８．議事の経過 

開会   ９：３０ 

 

【分科会】 

荒木座長  開会宣告 

荒木座長  あいさつ 

 

■日程第１  議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

 

 

まちづくり部（都市計画担当） 

 

【主な説明】 

地域計画課 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

上田委員        予算説明資料 31ページ、都市計画事務費の中で令和 7年度

から続いて立地適正化計画を令和８年度も進められようとし

ています。今日いただいた資料の中では都市機能誘導区域を

定めたり、また居住誘導区域も定めたり、そして居住を誘導

すべき区域が区域設定の必須条件ということになっているん
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ですけども、今まで土地利用等の区域等には、本市には緑条

例の関係、都市計画マスタープランの関係、土地利用計画の

関係、そして里づくり計画の関係など、ちょっと違うかもし

れませんけども、景観計画の区域等が定められています。そ

れと整合性等はどうなるのか。その辺のもう少し詳しい内容

を教えていただきたいと思います。 

まちづくり部（都市計画） 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に規定されてい

る名称です。医療、福祉や商業などの都市機能や居住の誘導

区域を設定して計画的に、そういったものを誘導して効率的

で安心なまちの構造をつくることが目的になっています。例

えばスーパー、病院などの近くで人口がある程度固まってい

ればスーパーなども成り立つんですけども、人口減少が今後

も続いていったときに、病院やスーパーなどの商業施設も成

り立たなくなってきます。そうなると結果的に住民の皆さん

の生活がしにくくなるので、ある程度はまとまりのあるよう

な区域を設定して、そこに都市機能や居住を誘導して、その

間に関しては公共交通でつないでいこうという考え方です。

ですので、景観計画などとの整合に関しては、それぞれ目的

が違っていますので、特段、矛盾が生じたりすることはあり

ません。まず、都市基盤としてそういう誘導を図ろうという

ものと、それから、これはもともと令和 6 年 3 月に策定した

都市計画マスタープランの中にも、そのように都市機能の在

り方とか重点的にそういった拠点整備を進めていくというふ

うに計画に位置づいていますので、そういった整合は図れて

いると考えています。景観計画は、開発とかがあった際に、

建物の意匠や色とかを誘導するものですから、機能の誘導と

か人口の誘導とあわせて景観にも配慮していただくというと

ころで、それぞれの計画の両輪で進めていくと考えています

ので、そういった整合が図れているかなというふうには考え

ています。 

上田委員        実際、都市マスにはコア軸が二つあって、そして連携軸で

結んでいるというのが計画ですね。プラスアルファ、景観計

画はおっしゃるとおりで、みどり条例はある程度、居住誘導

区域とか、農地を守る区域とか、ここは農地法の関係も含め

て家は建てられませんよというところをある程度設定されて
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いる。そうした中で、居住区域を集合していうことなんです

けども、そしたら今の都市マスの連携軸とかコア軸を置いた

中の計画で、それをもう少し詳しくやっていこうという計画

なのか。また、これは令和 7 年度から始まっていますけども

令和 8 年度で完結をされようとしているのか。その辺り、も

う少し規制区域といったら失礼ですけど、それと都市マスの

関係が少し分かったらうれしいなと思います。都市計画区域

というのは、大体丹波篠山市全域に広がっていますので、あ

る程度、旧町ごとにそういう居住区域等のゾーニングもされ

るのか。その辺のちょっと詳しい内容でください。 

まちづくり部（都市計画） 立地適正化計画は都市計画マスタープランの詳細版と言

われるものです。現在の都市計画マスタープランの方向性と

しては、19のまちづくり地区を主体にまちづくりの考え方を

示していますので、立地適正化計画についてもそれをベース

として整合を図るような計画で考えております。ですから居

住誘導区域の設定の考え方についても、19の地区をベースに

した誘導の在り方をして都市マスとの整合を図っていくとい

うふうに考えています。それから都市計画マスタープランも

立地適正化計画も、基本的な考え方は都市計画区域をベース

に考えるのが原則にはなっていますけども、都市計画マスタ

ープランは市全域を対象に計画を位置づけていますので、立

地適正化計画についてもそれと同様に市全域を対象とした計

画として考えています。令和 8年度の策定を目指しています。 

上田委員        ここから篠山口駅前の整備基本構想について、1,804 万円

の支援業務委託料でされるわけですけど、整備方針の明確化

と駅前の整備イメージを描くというところで、具体的に令和

8 年度はどこまでやられるのか。また市民、特に周辺住民の

合意等の思いもあると思いますんで、その辺の住民の同意と

か、実際にここに書いてある内容、整備イメージというとこ

ろまでいかれるのか。住民合意を捉えた中で、そこまで仕上

げられるのか。令和 8 年度にここまで完成品として持ってい

きたいんだというところを教えていただけますか。 

まちづくり部（都市計画） 令和 8 年度の主な内容ですけども、駅前の東口の再整備

に係る整備イメージ図の作成と概算事業費の算出などを考え

ています。そのために何をするかということですけども、バ
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ス会社やタクシー会社などの事業者へのヒアリングを行い、

現状把握して、まず現在の課題を整理していこうと考えてい

ます。それと出勤時間帯には渋滞が多く、信号を 2 回か 3 回

ぐらい待つというような状況も出ていますので、そういった

ロータリの規模も合わせて検討したいと考えています。その

ためには交通量の調査を行う必要が生じたりします。また、

駅前整備の方向性、コンセプトをどうしていくのか。それか

ら、空間デザインとか景観の在り方をあわせて考えていきた

いと考えています。それから駅前広場の交通容量、歩行者の

空間をどの程度持っていくか。自動車空間をどの程度配置す

るか。そういう交通容量の再配分や交通動線をどうしていく

か。た駅前や駅舎に必要な機能など、これらを地域住民や関

係団体等で組織するまちづくり会議とも共有し、地域の皆さ

んと一緒に検討していきたいと考えています。検討内容を可

視化して、市民の方にも共有するための駅前の整備イメージ

を来年度は作成したいと考えています。それとあわせて概算

事業費などを予定しています。 

上田委員        そしたら駅前の居住区域の詳細的なものは示さずに、動線、

駅東口の階段辺りのイメージ、そしてＪＲ用地をどうするの

か。市有地にして、今後このような内容で行きたいというよ

うなところまで踏み込まれると。ある程度、今の東口の居住

用地については、今回のイメージ図には入れないということ

ですか。 

まちづくり部（都市計画） おっしゃるとおり今の予定では、整備計画のイメージの

中に入れるのは現在の市有地、それから東口を出たところの

ＪＲが今貸しています駐車場をなっているところ。それから

農協の駐車場を考えていまして、居住スペースについては除

く予定です。それから駅舎の自由通路の部分をどうしていく

かを検討して必要性に応じて自由通路の改修もしていけたら

というふうには考えています。 

渡辺委員        立地適正化計画について、市としての考え方がもう一つは

っきりしないなというようなことをちょっと思っておりま

す。今回、担当としては、この特措法の関係の適正化計画は

つくらないといけないというようなことで、全国的に国のほ

うもつくれというようなことで言ってきている中で、丹波篠
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山市としても体裁を整えないといけない部分も正直なところ

あるのではと思っているところです。ただ一方で、丹波篠山

市の考え方というか、市長の考え方として、必ずしもコンパ

クトシティというか、コンパクトアンドネットワークを都市

マスで幾らかは書いているのですけども、市長の言葉とかい

ろんな施策を見ると、現状はどちらかというと住み続けられ

る地域を守っていくというような姿勢なんですよね。特に今、

過疎法の活用の仕方とか見ていると。そういうような市の市

長の姿勢の中で、実際に居住誘導区域とかを本当に設定でき

るのか。あるいは市長の考え方をずっと市民も聞いてきてい

る中で、この計画自身を、市民がまだコンパクトシティが必

要だというところまで十分認識がない中で、進めていって大

丈夫なのかという心配があります。誘導区域自身を、今の都

市マスレベルの大まかなもので取りあえずおさめて、計画は

一応つくりますというようなスタンスなのか。本当にコンパ

クトシティを目指していくのか。今後、公共交通のほうもさ

らに充実させてネットワーク化も進めていかないといけない

という中で、今回のこういう形で具体的に予算だけ上げるの

ではなくて、施政方針の中でこれをしますというふうに上げ

ている意味がもう一つ理解しにくいんです。だから、誘導に

ついてどの程度、市として必要性を感じて、この計画をつく

ろうと思われているのかだけ確認できたらうれしいです。 

まちづくり部（都市計画） おっしゃるとおり国のほうも計画の策定を推し進めてい

るということももちろんあります。都市計画マスタープラン

は基本的方向性を示すものでございますので、都市マスに記

載していますのは、あくまでも 19地区のまちづくりを進めて

いくというような感じで記載していますけども、それを具体

的にはどうしていくんだということがありますので、立地適

正化計画は、それをより一歩踏み込んだものとして捉えてい

ます。今の方向性としては、国が言うようなコンパクトシテ

ィというよりは、丹波篠山市版のコンパクトシティというこ

とで、都市計画マスタープランでは城下町と駅周辺の２つの

主核と 19 の地区核というようなまちづくりの考え方を示し

ていますので、立地適正化計画についても、同じような方向

性での居住誘導区域の設定ができればと考えています。そこ
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を具体にどうしていくかはこれから検討していきますけど

も、ある程度、特措法に基づいたような設定の仕方とあわせ

て、19のまちづくり地区、独自の設定の仕方を今は考えてい

ます。それから策定のメリットとしまして、今後、駅前整備

を予定していますけども、そういった事業を進めるにあたっ

ても、この立地適正化計画の策定が国庫補助事業で進める際

の要件になっていますので、そういった意味でもこの策定は

必要があるというふうに考えています。 

渡辺委員        今、伺って幾らか安心はしたんですけども、やっぱり何で

も総論賛成、各論はなかなか合意が得にくいという部分があ

りますし、特に私は、地区核でつくっていこうとしてきまし

たが、なかなかそれができていない。定住促進地域の定住補

助にしても、これまでから本当にその地区核に誘導するとか、

そういう意識もなく、そのエリアならどこでしてもらっても

いいみたいな形の施策になってきたんですよね。この計画を

作るとしても、一度、本当に都市マスの理念とかその辺り、

私も賛成はしていますので、具体にほかの施策と連動させた

ような動きができるような形も、この計画作成の機会に考え

てもらえたらうれしいと思いますので、意見ということでさ

せていただきます。 

大内委員        説明資料 31 ページの電柱化推進計画について質問ですけ

ども、無電柱は、景観、バリアフリーや防災面などのメリッ

トもたくさんあると思うんですけども、令和 8 年度は協議と

いうことで聞いておるんですけども、今後、無電柱化した後

のメンテナンスや、膨大なデメリットも生じてくるのではな

いかという心配もあるんですけども、その辺りお聞かせくだ

さい。 

まちづくり部（都市計画） まず無電柱化推進の目的が災害防止、安全かつ円滑な交

通確保、それから景観形成です。法律の第 1 条も、このよう

な目的になっていまして、特に近年の災害の激甚化により、

その重要性が高まってきているということですので、それを

進めていくメリットは大きいものがあると感じています。お

っしゃるとおり無電柱化するとそれなりの維持管理も必要に

なってきますけども、毎年発生するようなメンテは特段あり

ません。その施設の耐用年数に伴うような改修工事は発生し
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てくるかなと思いますけども、これは無電柱化に限らず、ど

んな施設も整備すれば発生するような計画修繕は必要になり

ます。特段毎年の維持管理みたいなものは発生しないかなと

いうふうに考えています。 

大内委員        例えば関電が修復していただけるものがあったとして、そ

れを無電柱化すると、市が修復しなければならないというよ

うなところも今後出てきたりするんですか。 

まちづくり部（都市計画） 無電柱化の整備に係る費用分担、役割分担がありまして、

電線を地下埋設する電線共同溝方式の場合、地下のボックス

については道路管理者である市が整備し、電線は電線管理者

が整備します。維持管理についても、それぞれの事業者が行

いますので、これまで関電が維持管理していたものを無電柱

化によって新たに市が負担をするというようなことは特段な

いというふうには考えています。 

渡辺委員        今、大内委員から質疑のあった無電柱化の件です。これに

ついても大変危惧をしています。維持管理費はそれほどかか

らないと思いますが、事業費は基本的に国、県、市で 3 分の

1 ずつの負担という基本的な部分は変わってないのかな思う

ので、3 分の 1 は市が負担していかなければならないという

ことかなと思っています。それで、計画もつくられて、積極

的に令和 8 年度は具体的な事業個所の決定ぐらいまでのこと

を書いてもらっているのですが、正直言って、私は丹波篠山

市の規模で今の財政状況から考えると、分不相応な取組だと

思っています。具体的に候補路線を見ると、大体延長 300ｍ

ぐらいのところで候補地が挙げてあるかと思うんですけど

も、それは総事業費があって割戻しの部分もあるのかなとい

うふうにちょっと邪推するわけなんですが、300ｍでも 1ｋｍ

でもいいのですが、事業費の総額とそれから、もしそれをす

るに当たって、市としてどれぐらいの財源を用意しなければ

ならないのかについては幾らか計算をされているのではと思

います。具体に、この事業を進めていくに当たって、市とし

てどれだけの投資をしていかなければならないのか。具体的

に住民さんと話して決定していくとなると、もう財源確保を

しないといけないことになるので、金額を教えてもらえます

か。 
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まちづくり部（都市計画） 電柱化推進計画は 5 年間の計画で、目標として掲げてい

ますのは令和 12年度までに約 500ｍの無電柱化を目指し、こ

の期間内に関係機関との協議、路線測量や実施設計、それか

ら工事まで想定しています。工事は 3 年ほど先かと考えてい

ます。工事は、これまでの実績等を踏まえまして 1 年で 250

ｍ、2年間で 500ｍというふうに想定をしています。事業費に

ついては、河原町通りの実績で言いますと 100ｍ当たり 6,500

万円の実績になっていますので、この計画で 500 メートルに

換算しますと約 3 億 2,500 万円という事業費になってこよう

かと思います。このうち補助事業として、無電柱化推進計画

事業補助がございます。これの補助率が 10分の 5.5ですので、

事業費を約 3 億 3,000 万とした場合に国庫補助金が約 1.8 億

円。それから残りの 1.5 億円については地方債または基金で

想定しています。 

渡辺委員        1.5 億円という具体的な数字も言ってもらったんですけど

も、当然、防災とか景観とかに貢献するというのは分かって

いるし、余裕があったら、どんどん進めたらいい事業だと思

います。ただ、市として、この後、地域整備課の審査もあり

ますけども、地域整備課の年間の道路維持管理費も本当に大

丈夫かなというぐらいの規模ぐらいしか毎年ついてない中

で、それと同等か、それ以上の金額を年間つけていかなけれ

ばならい形になります。もう少し何かいいメニューがあった

ら考えてもらいたいのですが、あまり積極的に進めるのはど

うかと思っています。最後に、ほかの市道関係の維持管理費

とこの無電柱化について、担当では難しいかもしれませんが、

その重要度はどういうふうに考えてもらっているのか。これ

は市長とかに聞いたほうがいいのかも分からないんですけど

も、上げられる以上は、この部分について本当に市としてや

っていかなければならないということが、もう少し伝わって

くれば理解もできるんですけども、その辺りいかがですか。 

まちづくり部（都市計画） 地域整備課の市道との関係の優先度とか重要度について

は、それぞれが必要性を感じて進めていますので、それぞれ

の部署で判断はなかなかできるものではないというふうに感

じています。今回の無電柱化推進計画に候補路線として挙げ

ていますのは、あくまで進めるとしたら優先的にすべき路線
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はどこからかという考え方を、法律それから国、県の計画に

基づいて抽出をしていますので、ここを必ずやるっていうこ

とではなくて、優先的に進める路線はここからですというこ

とを計画に示すものです。その上で、今回抽出したのはあく

まで代表的なものとして 14路線を挙げていますけども、さら

にそこから進めていくとすればどこが必要性が高いかという

意味では西町とか二階町通りが、景観の上でも安全性、商店

街で人通りも多くて歩道もなく、道路区域に電柱がはみ出し

ているというようなこともございますので、そういう意味で

は必要性はあるというふうには感じています。 

渡辺委員        できるだけ慎重に考えながら、途中で立ち止まることも含

めて考えてもらえたらうれしいと思います。それと、これだ

けは絶対やめてもらいたいと思うんですけども、この無電柱

化に含めて、一部に歴まち法を一緒に活用して歴史的風致維

持向上計画をつくるというような話があるのですが、そんな

ことをしてしまうと、事業費が際限なく膨らんでいってしま

うので、歴まち法とかそういう部門と関連して、取り組むと

いう部分だけは、今の段階ではやめてほしいと思いますので、

それだけ意見として述べさせてもらいます。 

まちづくり部（都市計画） おっしゃるとおり無電柱化推進計画は歴まち法に基づく

歴史的風致維持向上計画に位置づけて実施することもできま

すし、ほかにも無電柱化はいろんな補助メニューがあります

ので、その時々で何が有利かっていうのを検討していく必要

があるだろうと考えています。それから、歴史的風致維持向

上計画は、おっしゃるとおりハードメインにしたような計画

で、一旦つくればさらにその更新が必要となるということも

踏まえて、慎重に検討していく必要があると感じています。

歴まち計画に位置づけなくても既存の補助メニューで、ほと

んどがカバーできるのではないかというふうにも考えていま

すので、そこは慎重に考えていきたいです。 

金崎委員        説明資料 36ページの丹波篠山の家について、令和 7年度は

7 件の見込みがあるというふうに言われたんですけれども、

この 7 件というのは、課としては妥当な数なのか、もっと普

及していかないと駄目なのかという辺りを教えていただきた

いのと、セミナーの実施とあるんですけれども、このセミナ
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ーは、具体的にいつ頃どのようなセミナーを考えていらっし

ゃるのか教えてください。 

まちづくり部（都市計画） 丹波篠山の家の実績 7件につきまして、当初予算では 10

件を目標に設定させていただいております。近年、6 件、7

件という形で続いております。経済情勢の影響もある中で、

これまで事業の取組開始以来 32 件の認定をさせていただい

ておりますので、予算 10件に対して 7件程度、直近にも申請

が出てきておりますので、引き続き取り組んでいきたいと思

っております。それがさらに増えることを望んでおりますし、

その取組としまして、8 年度はコンペ方式によって設計士の

プランを見ていただいて、内覧された方を建築までつないで

いくというような取組を進めていきます。モデルハウスを内

覧していただいてきれいだな、こんな家建てたいなという感

想を持った方に、具体的に提案して建てるところまでを誘導

させていただきたいという思いでこういった取組をさせてい

ただきます。またセミナーにつきましては、地域の建築士、

設計士さんの企業に御協力いただいて、最近の流行りの家を

建てるときに、こういう造りが流行っていますよとか、これ

をするのはこういう理由でこうしているという具体的な提案

をいただきながら進めております。それをモデルハウスの中

で、内覧も含めてしていただいて、そこでより近い距離で、

個々の相談にも対応していただけるということで、セミナー

を年間、3 回計画しておりますので、また是非お越し頂いて

実感していただけるとありがたいなと思います。 

まちづくり部（都市計画） 補足になりますけども、その 7件の数の妥当性について、

令和 3年度から、この制度を始めていまして、4年間で 32件

となります。年平均では約 8 件の補助を行ってきたことなり

ます。戸建て住宅の新築を対象に補助金を交付しています。

戸建て住宅の建築戸数が、大体 1 年平均しますと、おおむね

100戸程度になっています。令和 6年度で言いますと 90戸。

5年度が 77戸ですけども、おおむね９０から１００戸ぐらい

が年平均の戸建て住宅の建築戸数になっていますので、その

うちの約 1 割が補助活用いただいているということで妥当な

数字ではないかと感じています。 

金崎委員        今まで住んだ人の意見とかをまとめたものはありますか。
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建築されて、実際に住んでよかったとかっていう実際の声が、

これから建築を考えていらっしゃる人の耳に入ると、すごく

建てたいなという思いが募るのではないかなと思うので、そ

のような御意見とかをまとめていらっしゃったりしますか。 

まちづくり部（都市計画） 令和 6 年度のパンフレット作成のときに刷新させていた

だいたんですけども、そこには建築された方の写真と、了解

得た上でお話を載せさせていただきました。また、ホームペ

ージも見ていただくと、これまで建てた方の声が載っており

ますので、そういった形で周知をさせていただいています。 

まちづくり部（都市計画） 来年度の新規の取組ですけども、説明させていただきま

した設計士の選定支援コンペですけども、今の御質問にちょ

っと関連がありますので補足をさせていただきます。モデル

ハウスの内覧をしていただいた方が実際の建築につながって

いるかを分析しまして、なかなかつながっていないというの

が実態でした。過去 3 年間で内覧された方の約 9％、55 件に

対して 5 件の方が丹波篠山の家の建築につながっているとい

うことで、そこを何とか内覧していただくだけじゃなくて建

築までつながればいいなというようなことで、来年度の取組

を考えていまして、複数の市内の設計士の方にコンペ方式で

3 案ほどプランを提案していただいたら、その中で気に入っ

た設計士と契約をしていただいて、建築につなげていけばと

いうことで考えています。見ていただくだけではなく、内覧

され際に、そういう提案もこちらからさせていただいて、そ

れならば、ぜひプランの提案をいただけたらということで、

気に入ったものにつながっていけたら建築までつながってい

くというようなことで、内覧いただいた方については複数の

特色あるプランを見ていただけますので、そこから比較検討

できて住まいの選択に広がっていけたらと考えています。 

上田委員        丹波篠山の家について、令和 8 年度予算の中では説明がな

かったのですが、令和 7 年度の大きな変換点として、個人住

宅ではなく、分譲地も丹波篠山の家を対象として、不動産業

者などと連携して進めますというところが、令和 7 年度の大

きな柱だったと思います。令和 8 年度も同じように進められ

ようとしているのか、それとも令和 7年度の実績を踏まえて、

あまり芳しくないので、今までどおり個人の方が建てられよ
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うとするところに補助をされるのか。令和 7 年度の取組と令

和 8年度の関連について教えてください。 

まちづくり部（都市計画） 令和 7 年度では丹南篠山口インターチェンジ付近で、丹

波篠山の家の分譲地を販売させていただくということで、販

売の手数料 450 万円という形で計上させていただいて、事業

を進めてまいりました。昨年の 4 月には宅建協会さんに説明

させていただいて業者を決めさせていただき、7 月に市内の

工務店も集めて、登録いただいたという形で事業を進めてお

りました。候補の土地は杉地区にあったんですけども、その

土地が不動産事業所が分譲開始しようとすると、別の場所で

半数以上、棟上げが終わらないと次の場所に移れないという

ことがございまして、その不動産事業者さんは、その前の場

所の販売が 2 分の 1 以上販売できていないということで取組

が停滞しておりまして、そういったこともありますので、7

年度から 8 年度へ事業を繰越しさせていただいて進めさせて

いただこうかという検討をしておりましたが、繰越しただけ

で事業が完結するかという確証がない中で、繰越しするのは

非常に苦しいところがございますので、繰越しをせずに、ま

たその予算の使用しない形で、分譲販売を味間地域に限定せ

ずに広げて進めていければというふうに現在のところ考えて

おります。そういった中で、繰越しをすることは断念しまし

て、7 年度は分譲に関しての手数料をお渡しして建築すると

いうことは今のところできていない状況でございます。ただ、

8 年度以降それを諦めることなく、分譲というまとまった形

で、丹波篠山の家を建築していただくよう、7 年度に働きか

けた事業所ではない事業所と連携する形になると思います

が、進めていければと思っております。 

上田委員        確認ですけど、令和 7 年度から新しく取り組んできた市内

の宅建業者との連携は令和 8年度以降も進めていく。しかし、

令和 7年度はそれが不発に終わったということで、10件のう

ちには、民間の宅建業者のものも視野に入れた予算措置にな

っているということですね。 

まちづくり部（都市計画） その通りです。 

上田委員        説明資料 33 ページの東新町の跡地の有効活用に関する給

水管の布設工事ですけど、東新町公民館の東側の 1,200 平米
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の売却予定地ということになっているんですけど、その関連

で二つ教えていただきたい。1点は、もし売却される場合に、

今回の付設管工事の 193 万 6,000 円も含んだ価格が売却価格

になるのか。もう１点は、こういう場合、更地に置く場合だ

ったら、予算を立ててすぐに既設水道管を 200 万円かけて撤

去をしないと思うんですけど、もうこれの売却先や希望等が

ある中で、令和 8 年度にすぐに既設水道管の撤去を上げられ

た予算になっているのか。多分しばらく更地で置かれるので

あれば、ここまで喫緊に撤去をされる必要はないと思うので

すが、その方向性を教えてください。 

まちづくり部（都市計画） 東新町市営住宅跡地の水道管の撤去と新設につきまして

は、公民館と立町の市営住宅の方の 2軒に影響がございます。

土地を売却してしまうと、その 2 軒分に水がいかないので、

迂回させていただいて、さらには民間の土地に水道の給水管

が入っていると非常によくないということで、それを撤去さ

せていただくという形になります。また、売却に関しまして

は、当然公募という形で諮らせていただきますけども、まず、

早急に市の公有財産を売却させていただいて有効活用し、そ

れがまた市の財源にもなるということで、撤去は 8 年度早期

に実施して 8年度中に売却を目指したいと考えています。 

まちづくり部（都市計画） 補足させていただきます。まず布設替えの経費を売却費

に含むかという点については、これは含みません。売却に当

たって支障となる状態ですので、支障をなくすというもので、

資産価値と異なるため布設替工事費を売却費に含めないと考

えています。売却に当たっては不動産鑑定評価を取った後に

売却していくと考えています。それから希望があるからこう

いうことをされるのかという点ですけども、売却に当たって

は公募になるとは考えていますけども、売ってほしいという

お話は別途いただいていますので、早期に売却して財産の有

効活用を図っていければと考えています。 

上田委員        お願いですけど、説明資料 31ページの篠山口駅前整備基本

構想については、全額を地域振興基金 1,804 万円を使用され

て基本構想をまとめられようとされています。今後、もちろ

ん基本計画からその次の段階に入っていくと思います、工事

などはある程度、特財等もあるかと思うんですけど、できる
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だけこれについては実施計画、実施設計、基本計画はちょっ

と無理かもしれませんけども、基金を全て充てるのではなく、

駅前整備ということで、国交省の補助金等もないか、一度、

十分に考えて進めていっていただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

まちづくり部（都市計画） おっしゃるとおり駅前整備となると相当な工事費も想定

されますので、しっかり財源については確保できるように取

り組んでいきます。その中で、いろんな補助メニューも並行

して探して取り組んでいるんですけども、その中で活用でき

る補助については、今は国のほうでは立地適正化計画の策定

が補助のひもづけみたいにほとんどなってきていますので、

そういった意味でも立地適正化計画の策定とあわせて、補助

金の財源確保もできたらと考えています。 

荒木座長        説明資料 31 ページで、京口タウン石像モニュメントの撤

去、修繕費、30 万 4000 円ですが、こちらに関して、撤去す

る理由や経緯、またその後どうなるのかを説明いただけたら

と思います。 

まちづくり部（都市計画） 京口の石碑等の撤去費は 27万 9000円を見込んでいます。

これは糯ケ坪の分譲地になるんですけども、ここの入り口に

篠山町京口タウンと書かれた、当時篠山町が設置した石碑が

ございまして、糯ケ坪自治会のほうから道路に出るときの交

通安全上の支障があるということで撤去の要望書をいただい

ていまして、それを受けて、現在では石碑を残す必要性もあ

りませんので撤去しようということで予算計上させていただ

いています。 

荒木座長        よく分かりました。その後は、そこが少し広くなって道路

になるんでしょうか。 

まちづくり部（都市計画） 今回の撤去費については、石碑部分だけを予定していま

す。その下は花壇のような形状になっています。交通安全上、

支障になっているのは突出した石碑の部分と認識しています

ので、その石碑部分の撤去だけを予定しています。 

荒木座長        ＪＲ篠山口駅周辺活性化補助金、140万 7000円ですが、細

かく 7,000 円のところまで出ているので、何か内訳があるの

かなと思いましたので、お伺いいたします。 

まちづくり部（都市計画） 内訳につきましては、外部人材にかかる経費として、ま
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ちづくり会議のほうで取り組まれていますさこすての取組を

95 万 7000 円見込んでいます。それからまちづくり会議の事

務的経費を 14 万 6000 円。それから令和 8 年度にまちづくり

会議で取り組まれるようなイベント経費、謝金等を 30万 4000

円を見込んでいます。 

 

 

 

まちづくり部 地域整備課 

 

【主な説明】 

 地域整備課 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

上田委員      説明資料 13 ページの工事請負費の関係と追加で提出いただい

た資料の 10 ページ、11 ページの関係です。先ほどの説明で、道

路側溝が 1,480 万円。そして道路整備が 4,545 万円ということで

した。追加資料を見ますと、1 番古いのが令和 3 年の要望、新し

いのは令和 7 年の要望ということなんですけど、令和 3 年の要望

だったら 5 年間、市民の方にお待ちいただいて、令和 8 年度の着

工ということなのでしょうか。また、要望ではやはり道路修繕等

が多いのではと思うんですけども、実際には予算の関係で令和 9

年度や 10年度に先送りというと大変失礼ですけど、計画的に進め

ようとされとるところがあるのか。それとも令和 7 年度までの要

望箇所については令和 8 年度の事業費の中でできているのか。そ

の辺の状況を教えてください。 

まちづくり部    今回計上している 1 番古い令和 3 年度の要望については、延長

が長いため複数年で取り組んでいまして、令和 8 年度で 5 分の 4

年目となります。お待ちいただいているというよりは継続して取

り組んでいる箇所になります。もう一点の地元からの要望に対し

ては、今のところ全て令和 8 年度で取り組む予定で計上しており

ます。ただし、令和 7年 11月時点の取りまとめになりますので、

その後の要望の中からは、優先度合いを見ながら、場合によって

は補正も対応していきたいと考えています。 

上田委員      ありがとうございました。それと 1 番うれしかったのが、当初
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予算要求一覧の中の 6 番目の中心線の修繕です。県道等もなかな

か引かれていない中で、中心線をやっていただくというところな

んですけど、これについては計画的に進められているのか。また

令和 8 年度当初予算では、どのぐらいの距離を計画されているの

か教えてください。 

まちづくり部    中心線は令和 5 年度以降も継続して取り組んでいる内容になっ

ていまして、普段の道路パトロール員の現場確認の中から、必要

な箇所を抽出して年次的に取り組んでおります。その中でも、交

通量と線形、カーブなどの危険性に応じて実施していますが、予

算に対して一律に何キロというところは難しいところなので、現

場によって実績の延長は多少の変化があります。 

上田委員      幹線道路ではなく片側 1 車線の道路だと思うのですけど、これ

については毎日の通勤通学で、私も冷やっとするところがありま

すので、今後とも現場確認の上、取り組んでいただいたらうれし

いと思っています。 

もう 1点、説明資料 21ページのふるさとの川再生事業について、

木柵設置ということですけど、実際にはどのぐらいの耐用年数が

あるのか。ある程度朽ちても自然環境のためにはいいということ

なのか。木柵をつくられて蛇篭で石も入れられると思うんですけ

ど、工法の詳細を教えてください。 

まちづくり部    初田で実施しております木柵設置工事は、令和 8 年度を最終年

度として完成を見込んでおります。耐用年数につきましては、水

辺に浸かっている部分と空気に触れている部分があり、条件によ

り木板が傷んでくるのが早い部分と遅い部分とで、年数がずれて

くるとは思いますが、標準的には五、六年程度は持つということ

は聞いております。この木柵と川の法面の間には隙間ができます

ので、そこには購入土などを詰め、固形化してきた段階になると、

木柵が例えば腐食しても法面はきっちり保てるような状況になり

ます。 

上田委員      木柵は当初の土留めという役割で、あとは土の法面で保持でき

るということで、五、六年したら木柵を再度、設置しなくてもい

いということですね。 

まちづくり部    そのとおりです。木柵は何十年も保つものでもないですし、コ

ンクリート構造物であっても条件によって、50年も維持できない

ところもありますので、そういったところのバックアップとして
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今回木柵の裏側に土を固定化するというような施工をしておりま

す。 

渡辺委員      追加で提出いただいたクラウドのほうにいただいている資料の

68ページ説明をいただいたのか、ちょっと聞き逃したか分からな

いですけども、説明を願いできますか。 

まちづくり部    68ページに掲載している資料は、令和 2年度に市内の一、二級

幹線道路を中心としたひび割れの調査を行ったときの調査結果の

縮図になっておりまして、今回の予算計上で計画修繕 1,000 万円

を計上する中で、幹線道路としてどの路線から取り組んでいくか

を、調査から時間が経過はしておりますので、この資料だけでは

なくて改めて現場の確認も行いながら、計画修繕に活用していこ

うと考えております。 

渡辺委員      令和 2 年ということで、だいぶ前の調査結果だと思うんですけ

ども、計画修繕は、今どれぐらい対応できている状況でしょうか。 

まちづくり部    令和 2 年度のときに、この調査をもとにして、計画を策定して

計画修繕に取組もうと検討はしておりましたが、まだ住民さんか

らの要望の箇所も、そのときには多く抱えておりましたので、な

かなか計画修繕に移行することができていませんでしたので、記

載されている路線の中での取組実績は今のところありません。 

渡辺委員      確認ですが、要望が出てきているほうがやはり優先して対応し

なければいけないということで、ここに上がっている分は全く着

手できていないという認識でいいですか。 

まちづくり部    はい、その認識です。 

渡辺委員      こういう資料を出していただいてありがたいというか、議会の

ほうもちゃんと認識して、考えてというような意味も含まれてい

るのかということで、出してもよかったと思っております。もう

令和 2 年の調査結果ですので、それほど進行してない部分もある

かもしれないし、非常に進んでいるところもあるのではないかと

思います。そして、結構、地域によっていろいろで、市に要望書

を上げてしっかりとされている地域もある一方、市も大変なので、

ちょっとぐらいは我慢しようかということで、順番が来るのを待

っておこうかというふうにされている地域もあり、これは議員活

動をしていても肌身に感じています。市のことを考えもらってい

て、本当に気の毒に思っている部分ありますので、これについて

は、やはりきっちりと取り組んでもらわなければならないと思う
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のですが、道路の維持修繕はこれまでから、私の記憶では大体年

間、当初規模で 9,000 万円ぐらいで、ずっとその程度に抑えられ

ている状況ですけども、実際、これを計画的に進めていこうと思

ったら、どれぐらいの年数でするかは別として、担当課として、

これぐらいの予算があったら、もう少し計画修繕にも取り組める

のになという部分をお持ちなのではないかと思うのですが、これ

を進めようと思うと計画修繕でどれぐらいの予算が必要なのかと

いう部分について、なかなか言いにくい部分であるかと思います

けども、この際、課題を共有させてもらえたらうれしいかと思う

ので、答弁いただけたらうれしいです。 

まちづくり部    令和 2 年の調査であり、事業費はつかんでおりません。令和 2

年度の調査ですので、これ以上に良くなることはないと考えてい

ます。悪くなる一方ですので、一旦はこの 2 年度の調査をもとに

執行しますが、今のところ申し訳ございませんが、事業費はつか

んでいない状況です。 

渡辺委員      延長は分かりますか。 

まちづくり部    手元に延長の資料がありませんので、またお示ししたいと思い

ます。 

【後刻、資料の提出あり】 

隅田副座長     説明資料 22ページの駅の防犯カメラについて、追加資料の 106

ページには防犯カメラの詳細に書いてあります。自治会への防犯

カメラは地域振興課が対応されているんですが、地域整備課が対

応する防犯カメラというのはどういうものなのでしょうか。今回

のものは南矢代駅など全て鉄道沿線なのですが、ほかにもあるの

でしょうか。 

まちづくり部    無人駅の南矢代駅、草野駅、古市駅、丹波大山駅、それぞれ防

犯カメラがついていますが、いずれも地元自治会が付けていただ

いたカメラになっています。その時点では地域振興課の所管の補

助制度などで付けていただいています。今回、要望書の提出があ

り、南矢代駅と草野駅については、設置後 10年以上が経過してい

て、画質も悪くなっていて、ほとんど求める機能が果たせなくな

っている状況がありました。防犯カメラが設置されている場所は

公衆トイレで、市の施設についていますので、そういうことであ

れば、今後は市として防犯カメラを整備して、新規に付けるので

はなく、もともとついているものなので更新という形で、対応し
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ていこうと思っております。草野駅と南矢代駅以外の残りの駅に

ついては、まだ比較的新しいものであったり、求める機能は何と

か果たしている状況ですので、今後、経年劣化して更新が必要に

なった折に、市として対応していきたいと考えています。篠山口

駅の防犯カメラについては、もともと市の施設の防犯カメラでし

た。こちらについてもエレベーターの防犯カメラも古くなってき

ておりまして、不具合が出てくる部分がありましたので、これも

更新しなければいけないということで、今回、篠山口駅のカメラ

も更新させていただくことにしています。 

隅田副座長     最近は様々な事件があって、県警がいろいろ捜索しても、防犯

カメラ等がないので犯人が見つからないといったことがありまし

た。防犯カメラがもうちょっと市内の主要拠点、また公共施設の

ところに設置がされておれば、もうちょっと追跡できるのではな

いかなと最近思ったりしていましたので、ちょっとお聞きしまし

た。今は取りあえず駅ということですね。 

金崎委員      今と同じ項目ですけれども、修繕料のところで、自由通路と駅

西駐車場の修繕費が上がっているんですけど、これは具体的にど

のような修繕をするのか教えてください。 

まちづくり部    自由通路の修繕費については何か決まっているというわけでは

なくて、維持管理上どうしても、都度発生してくるもの。例えば、

タイルが割れてきたので、一部補修が必要であるというものにな

ります。駐車場の修繕費については、三の丸西駐車場が砂利の駐

車場になっておりまして、ずっと使っていると、砂利がまばらに

なってきて穴がぼこぼこしてきてしまう状態になります。まさに

今もちょっと穴がひどくなってきておりますが、こういったとこ

ろを、状況を見て修繕しています。回数も決めてはいないのです

が、主要なイベント、例えば、桜の時期の前やデカンショ祭の前

などには正常な駐車場運営ができるようにというところで修繕料

を計上しております。 

渡辺委員      追加提出いただいた資料の 66 から 67 ページですけども、春日

神社前の参道のタイルの道が隆起しているところについて、その

原因を教えてもらえたらうれしいです。 

まちづくり部    去年の夏の猛暑によって、隆起したものと考えておりまして、

この現場もそうですし、市役所周辺の歩道で小さいサイズのタイ

ルで整備したところも、夏の猛暑のときには膨張によって隆起す
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るところがありまして、その都度、安全対策のために補修をして

おります。 

渡辺委員      盛り上がっているところだけめくってアスファルトで埋める工

法で対応しようというような形ですが、周辺部の市道補修もして

ほしいのですが、この場所も市として観光客の誘導をしようとい

うような道であって、こんな対応でいいのかなというふうに思い

ます。もう 1 回、タイルにやり直すというのはなかなか難しいと

思うので、例えばですけども、その部分を幾らかの幅でめくって

しまって、アスファルトをひいて、いわゆるストリートプリント

か何かで型押しして化粧するというような安価な工法で、元から

こんなふうな道だったのではというような形で補修してもらうと

いうようなことであれば、それこそ駐車料金を値上げして、裕福

ではないかもしれないけれど、観光まちづくり基金を幾らか入れ

て整備するとか、ちょっとこの部分には再検討してもらってもい

いのかな思うんですけども、そういう対応は現場として難しいの

でしょうか。 

まちづくり部    この現場については春日神社への参道も兼ねている市道や里道

ですので、この写真にある事象が発生したとき、当該の自治会に

は、今後の補修のことについて相談を投げかけております。その

中で、1 番安価で維持管理がしやすいのはアスファルトの黒色の

補修なので、今の写真にある状態は応急補修なんですけども、全

体に黒色のアスファルトの補修でするような今は予算計上してお

るんですけども、本当にそれで市としていいのかは検討の余地が

ありますので、自治会、地域とも話合いを重ねて必要経費の把握

はしていこうかなとは考えております。 

渡辺委員      基本的にできるだけお金は市民のために使っていただけたらう

れしいのですが、やはり観光客の方に来ていただいて、駐車場を

利用してもらって観光まちづくり基金へ積んで、今回みたいに、

周辺部の河川維持のほうにも幾らかお金回せるような形にしても

らう部分では、一定そういう観光対策も取り組んでもらったほう

がいいのかなと思ったりもしますので、一度、地域のほうと相談

してもらえたらと思います。篠山はお城周りは良いけれども、ち

ょっと中に入ったら何かもうひとつだなということがないような

形にしてもらえたらと思いますので、また検討をお願いします。 

隅田副座長     説明資料 13ページの西紀トンネルですけども、以前は、ライト
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がなくて非常に暗かったんですが、最近は随分数多くついて明る

くなったなと思っています。今回はＬＥＤの工事費が計上されて

いますが、もう既に今の照明の耐用年数が来ているという認識な

のでしょうか。 

まちづくり部    平成14年の西紀トンネル竣工から 20年以上が経過しています。

球切れが頻繁に起こっており、一時はほぼ点灯していないような

状態まで至りました。現在は非常に明るくなりましたが、ナトリ

ウム灯は販売していないため、ＬＥＤ化にするものです。現在の

点灯しているナトリウム灯は、兵庫県が同じ仕様のものを在庫で

お持ちでしたので、それをお借りして、一時的に使用させていた

だいている状況で、ＬＥＤ化後は返却する必要があります。 

金崎委員      ふるさとの川づくりマップの作成について、10年間の取組を集

約されるということで、説明資料にもイメージ図を載せていただ

いてすごく分かりやすくてありがとうございます。今から作成さ

れるとのことで、この写真を掲載されると思うんですけれども、

やはり現状の川の様子と、過去の作成したときの写真とが行った

ときに余りにも差があり過ぎないように考えて作成していただけ

たらという思いです。せっかくいいものができて、子どもたちが

これを見て楽しみにして行ったときに、残念がらないようにでき

たらなと思いますので意見として申し上げます。 マップを 2,000

部作成されるということですけども。どこに配布してどのような

啓発をされるのか教えてください。 

まちづくり部    マップづくりに添付します写真につきましては、できる限り現

状に合わせていきたいと考えております。マップの配布箇所につ

きましては、今年度、国際博で作成した川づくりの冊子と同様に、

市内で 19か所、市役所をはじめ、各支所、観光案内所、また観光

施設で配布したいと考えています。 

大内委員      17ページですけども、これはお願いですけども、河川愛護につ

いて、私も集落でやらせていただいているんですけども、もうか

なり高齢化してきて限界に来ている集落も多々あると思います。

これについて何か、次の一手を考えていただいたらと思います。 

もう一つ、篠山城のお堀の浮草の件ですけども、3年続けるとな

くなるってことで、今年が 2年目ですかね。3年は続けるといいう

考えで良かったですか。 

まちづくり部    城跡周辺の堀につきましては、専門業者からは繁茂する種がお
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ちる前に 3 年間程度継続すれば繁茂しないと聞いております。北

堀が令和 7 年度から始まり、9 年度までの 3 年間続けます。東堀

につきましては、令和 8 年度から１０年度まで続けていこうと考

えております。 

大内委員      3 年続けて、ちょっと様子を見るような感じの進め方でよろし

いですか。 

まちづくり部    そのとおりです。 

荒木座長      ひしの除去のことについてですけれども、令和 7 年度は約 300

万円で北堀をする予算がついていたかと思うんですが、令和 7 年

度の予算の事業費や実施した状況はどうだったのか。また、今回

の 900 万円の予算の内訳について、例えばひしの運搬なども含ま

れているかと思いますので説明いただけたらうれしいです。 

まちづくり部    令和 7 年度は当初予算 300 万円で実施しました。ひしの繁茂の

状況が想像以上に多かったために、事業の結果としては、まず北

堀を刈取り船で実施した事業費が約 360 万円。北堀からひしを撤

去して広場のほうに一時乾燥のために置いておりました。その乾

燥のために置いていたものと、東堀で市内の建設業組合に協力い

ただいて実施して撤去した作業代と処分運搬の費用が別途 160

万。合計約 530万円の実施の状況となっております。 

続いて 900 万円の予算内訳については、北堀、東堀とも事業者

からの見積りではおよそ 350 万ずつかかると試算があります。そ

れと合わせて、広場で乾燥させたものの運搬処分で別途 200 万円

という予定をしております。 

荒木座長      分かりました。東堀は作業車を置いておく場所が問題だという

ことだったので、3 日ほど通行止めになるようなことでよかった

ですか。そうした場合、警備員を置かないといけないので、そう

いったことも今後計上されるのでしょうか。 

まちづくり部    東堀を作業した際には、東堀の南側にある、小学校の通学路に

もなっているところから作業を実施しましたが、そちらは公の道

路ではありませんので、通行止めとしてバリケード封鎖するなど

して、作業する者の手配の際にはガードマンは必要だと考えてお

ります。その部分も今回の予算の中には見込んでおります。 

荒木座長      説明資料 29 ページの大手線の須田内科さんの前あたりの石畳

の歩道の舗装修繕ですが、どんな修繕をされるのか。赤い線で囲

ったところを全てやり替えられるのか。ここから北へ向かう市民
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センターへ続く道の両側は、点字ブロックが敷かれているんです

が、この道もユニバーサルな観点から点字ブロックをする予定が

あるのか聞かせていただけますか。 

まちづくり部    今回の計上の箇所についても、タイルの隆起が発生して補修を

繰り返しているところですので、赤で囲っているところは全面に

補修する予定です。その補修の内容としては、黒色のアスファル

トを施工した後に、表面に小さい粒の石をまき散らすことで真っ

黒ではなくて、景観に配慮しようとは考えております。同様の施

工方法では、中兵庫信用金庫から市民センターまでの区間の東側

の歩道で既に 2 か年実施しておりますので、そこと同様の方法で

行う予定です。続いて、誘導ブロックについてですが、別部署所

管の福祉のまちづくり条例の中では、重点地区というところが定

められて、その重点地区内で改修の折には、随時バリアフリーに

適応した改修を検討するということになっておりますので、今回

の当初予算の中では、新たな点字ブロックの設置は考えていませ

んが、御指摘の点については、福祉の部局とも、城下町全体のバ

リアフリーの在り方ということも、整理した上で、今回の取組に

どう反映できるのか確認していきたいと思います。 

荒木座長      予算説明資料の 24ページです。放置空き家対策事業について、

空き家対策協議というものがあると思うんですが、そちらに上が

ってくる物件の今の状況を聞かせてください。 

まちづくり部    空き家対策協議会について現在は、協議会は開催されておりま

せん。任命も含めてしていない状態です。協議会が必要になった

折の予算として計上しています。 

荒木座長      現在は協議会にかけ審査する物件がないということだと理解い

たしました。そうしましたら、かなり放置されているような空き

家の把握はされているのか聞かせていただけますか。 

まちづくり部    放置されている空き家について、今、市内で何棟あるというよ

うな全数的な把握には至っておりません。現在は、要望があった

ところ、もしくは相談があったところに対して、所有者を調べ、

必要な助言、指導を行っているところです。 

荒木座長      相談があった件数がわかりましたら教えてください。 

まちづくり部    過去からの積み重ねての把握はしていませんが、令和 7 年度に

相談があったところは 20件ほどあります。それについては程度に

差がありまして、内容は様々です。 
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渡辺委員      予算説明資料 19ページ。河川維持修繕事業です。普通河川のこ

とについて心配していることについては、これまでから何回も言

っていて、その維持管理の方針なり計画的なものをつくるべきだ

ということを言わせてもらってきました。部長のほうからは進め

ていますということを、これまで何回聞いたか分かりません。令

和 8 年度の予算に合わせて出てくるものかと思ったのですけど

も、予算額が 310 万円って何なんですか。本当に。先ほどの市道

の計画修繕もですが、今は災害が起こったら対応しますというこ

とになっているんですけども、全然もう河川関係のほうに、これ

までから予算をつけてきていなくて、危ないようなところ、民地

の侵食が起こったりしているところも結構あるんです。その部分

については、要望とかということではなく全体把握した中で計画

的に進めてもらえたらというようなことも含めて、これまで言っ

てきたのですが、なぜ、まだこれまでよりも下がったような予算

になったのか説明をしてください。 

まちづくり部    普通河川の維持管理方針を検討しております。やはりその中で

も日常管理は地域でお世話になり、それから、日常管理を超えた

部分については市で対応し、行政が主体的に維持管理に関わる内

容に改めた方向性を考えております。それから 8 年度に予算計上

をいたしておりますのが 310 万円という程度の小規模ではありま

すが、これは安口自治会からの要望に基づいての堆積土砂の撤去

と、それから普通河川の簡易修繕にも対応できるよう 60万円の予

算の計上となっております。 

渡辺委員      そしたらもう市としては、もう積極的に普通河川とか、法定外

公共物については対応しないということで理解させてもらってい

いのでしょうか。 

まちづくり部    市としては、河川につきましてはふるさとの川づくりも進めて

いる中で、やはり危険であるとか、傷んできているところについ

ては当然修繕していく必要がありますが、予防的に河川を改修し

ていく方針ではありません。当初予算には計上していませんが浸

食による護岸の崩壊など危険な箇所の通報や要望については、修

繕していく必要があるので、補正等により予算計上させていただ

きます。市内には数多くの河川があります。職員だけでは確認が

できないため、災害報告や、草刈り作業などの際に点検していた

だき報告をして頂くなどの方法を検討していきたいと考えており
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ます。 

渡辺委員      維持補修費 60万円だけですよ。こんなものでは要望が上がって

きても対応できないじゃないですか。それが 1 件でも 2 件でもい

いけども、崩れたり侵食が激しくて危ないというようなときに、

やっぱりできるだけ速やかに対応できるように、そういう姿勢が

見えたらうれしいのですが、はっきり言って、これは全然それで

きない予算です。担当課は正直なところもうちょっとしたいと思

っておられるとは思いますが、これについては、こんな予算にな

っていて、片方では電柱の地中化するというのはおかしいんじゃ

ないですかということだけ言われてもらいます。 

 

 

 

上下水道部 

 

 経営企画課 

 

【主な説明】 

経営企画課 予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

上田委員      説明資料 2 ページの小型合併処理浄化槽の整備工事について、

８年度の予定設置数、そして予定自治会修繕助成等が予算化され

ているんですけど、今、小型合併浄化槽はどのぐらい設置されて

いるのか。そして、予定自治会は１０なのか。あと令和 8 年度の

予算額は例年並みの予算なのか、実績に基づいたものなのか。そ

の 3 点について教えてください。 

上下水道部     小型合併浄化槽の設置基数ですけれども、現在、市内で 900 基

が設置されております。令和 8 年度の予算に関しては、設置補助

金、修繕補助金、維持管理補助金につきましても、過去 2 か年の

実績に基づいて計上をさせていただいております。それと、浄化

槽の維持管理の補助金の交付対象自治会ですけども、対象としま

して 30 自治会が市内にはございます。ただ、これまでこの補助金

を活用いただいております自治会は、令和 4 年が 7 件、令和 5 年

度も 7 件、令和 6 年が 8 件、令和 7 年度は現在 4 件の申請を頂い
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ております。そういったことを踏まえまして 10 件ということで計

上させていただいております。 

上田委員      自治会の公民館等のとこだと思うんですけど、市からの維持管

理補助金で費用の一部を補助したら、数年は合併処理浄化槽の大

きな故障とかもなく維持できるということでよろしいですか。 

上下水道部     浄化槽の修繕につきまして、一度修繕補助をご活用いただいて

も、経年によって例えばブロアが傷んだりなど、一概に一つ修繕

をしたからしばらくは大丈夫ということは言えません。市内で設

置されている浄化槽のなかには設置されてから年数を経過したも

のが多くありますので令和 7 年 8 月からは更新の補助金も設置し

ております。今後もそういったいろんな補助金を御活用いただい

て、生活環境の保全に努めたいと思っております。 

荒木座長      備品購入について、硫化水素濃度計の購入ということですが、

どなたがどういうときに使われるのか教えていただけますか。 

上下水道部     硫化水素濃度計につきまして、下水道やし尿処理場であるあさ

ぎり苑においては、硫化水素と言いまして汚水処理をする工程で

発生するガスがございます。近年、よく報道されていますが、下

水道工事であったり、下水道の維持管理をする際に、酸欠になっ

たり、硫化水素によって作業員が亡くなってしまうという痛まし

い事故も起きております。下水道施設、あさぎり苑におきまして

は、以前から、濃度計で事前に酸素があるのか、硫化水素が発生

していないのかということを測定した上で、作業にかかっておる

んですけども、それの更新ということで、今回計上させていただ

いております。 

 

 

 

日程第 2 議案第４０号 令和８年度丹波篠山市水道事業会計予算 

 

【主な説明】 

 経営企画課 予算説明資料に基づき説明 

上下水道課 資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

 － 質疑なし － 
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日程第 3 議案第４１号 令和８年度丹波篠山市下水道事業会計予算 

 

【主な説明】 

 経営企画課 予算説明資料に基づき説明 

上下水道課 資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

上田委員       下水道事業の公共の関係で教えていただきたいと思います。

篠山処理区については、施政方針の中でも、劣化が著しい箇所

の更生工事をするということで、劣化が少ないところもあるの

かと思っているんですけども、令和 8 年度は 80ｍされます。令

和 2 年の調査によって、どのぐらいの箇所が劣化が著しい箇所

なのか。今後の計画等についても、長期計画も含めて教えてい

ただいたらうれしいと思います。 

上下水道部      管劣化について説明させていただきます。令和 2 年度にテレ

ビカメラ調査におきまして、篠山処理区のヒューム管、コンク

リート管につきまして、総延長約 590ｍが、水漏れなどの支障

があるということでした。それで令和 4 年度から 7 年度まで事

業をしておりまして、約 392ｍが終わる予定となっております。

率にしまして 66％ということになります。今後の予定でござい

ますが、令和 8 年度以降、約 2 年間にかけて、令和 10 年度ま

で平準化して行う予定としております。 

上田委員       そうしたら令和8年から令和10年度まで約200ｍで全て終了

するということですね。分かりました。 

もう一つ、公共の関係の京口の排水ポンプの関係です。今回、

換気扇を設置されるということで、予算額は 60万円ですけども、

設置される前と後では、どのような効果があるのでしょうか。 

上下水道部     換気扇につきましては、操作盤がちょっと幅広くて、当初から

ついていなければならないものがついていない状態で、夏場の高

温になりますと、電子機器が暑さにより故障するということが、

最近発生しましたので、今回、盤を切り取って、そこに換気扇を

つけて、自動で運転するようにして機器故障を未然に防止するた

めの予算とさせていただいております。 
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上田委員       そしたら換気扇をつけたら、気温が 40 度近くになったら室内

は 45 とか 50 度近くになると思うんですけども、機械に対する

障害はある程度軽減されるということで、今回予算が措置され

たということでよろしいですか。 

上下水道部      その通りです。 

渡辺委員       今回、全般的にいうと建設改良費が少なくなり事業量が少な

くなった。平準化債については去年、おととしに比べて上がり

ましたというようなことで、その辺りが特徴なのかなと思うん

ですけども、資本的収支の建設改良費の 2 億 2,300 万円につい

ては、経営戦略の中で予定していた事業量なのですか。幾らか

下がるものなんですか。 

上下水道部      計画上は約 4 億 7,000 万円程度を見ているんですけども、実

際は 2 億円以上、少ない予算ということになっております。 

渡辺委員       具体的には、幾らか先延ばしになっている部分があるのかな

と思うのですが、具体には何が先延ばしになったんでしょうか。 

上下水道部      事業費の差につきましては、下水道事業を進めていく上で設

計をする期間と工事をする期間に波があり、8 年度につきまし

ては、次期更新工事に向けた詳細設計をするということで、処

理場の大きな工事はまた詳細設計ができた後からということに

なりますので、8 年度の事業費は低くなっております。 

渡辺委員       ということは、たまたま波がある中で低かったというような

ことでしょうか。過去を見ても、令和 7 年も 2 億 8,000 万円ほ

どの予算で、波があるということで理解したらいいんですが、

ちょっと事業量が減ってきているのかなというふうにも捉えら

れたんですけども、そしたら、その設計ができたら、9 年度以

降は、もう少し事業を増やしていかないといけないというよう

な状況で、均したら、年間 4 億円ぐらいになるという理解でい

いんでしょうか。 

上下水道部      その通りでして、現在、詳細設計しておりますストックマネ

ジメント事業につきましては、計画年度の中で当然平準化しな

がらの執行になるんですけども、そういった機器の更新であっ

たり、また、処理場の耐震化、加えて統廃合の計画も今後継続

してありますので、今後、事業費が増額していくということが

見込まれます。 

渡辺委員       そしたら、この前、上下水道の経営戦略を見直したときに、
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市全体としては持続的発展計画をつくってきた。それに合わせ

て、多分見直しをしたのだと思うんですけども、その後に持続

的発展計画の収支見通しを、市全体として見直そうというよう

なことで、令和 8 年度もその影響が幾らか出てきているんです

けども、水道のほうに関しては、特に具体的に目立ったものは

なかったかのなと思うんですが、今後も、大丈夫なものなのか。

もう少し、幾らか経費削減していかなければならないような状

況にあるのか。全体の持続的発展計画の見直し、上下水道事業

にどういうふうに影響を及ぼすものなのか答弁をいただけたら

うれしいです。 

上下水道部      財政課からは持続的発展計画の見直しについて余り詳細は伺

ってはいないんですけども、水道事業につきましては、水道管

の耐震化事業にかかる地方財政措置が拡充され、7 年から 10 年

の 4 年間で 1 億円ずつぐらい一般会計から出資を受けるという

ことになりますので、一般会計の負担が増えます。下水道事業

につきましては、資本費平準化債を億単位で発行可能額の上限

としていましたが、令和 8 年度で 13 億円を予定していたとこ

ろ 13 億 5,000 万円と 5,000 万円増額し、一般会計の負担軽減

を図っています。現在、経営戦略は策定から 3 か年目を迎えて

いますが、7 年度決算後、計画と差異が生じている部分につい

て一定程度見直して、一般会計との整合も図っていきたいと考

えております。 

渡辺委員       今、平準化債についての言及があって、6 年、7 年が 13 億円

だったものが、8 年度も同じぐらいかなと思ったのですが、13

億 5000 万円借りますというようなことで、筒いっぱい財政課

の方からは借りてほしいということだと思います。ちなみに令

和 8 年度は計算上、発行可能額は幾らになるのでしょうか。 

上下水道部      最大で 13 億 5,000 万円になります。 

渡辺委員       分かりました。 

 

 

 

 

■議員協議 

議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 
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荒木座長     議員間で議論確認等すべきことがあれば御発言願います。最初に

部長等への質問の協議を行った後、全体会へ持ち上がる質問等があ

るかを議論したいと思います。部長等へ確認することはありますか。 

－ 発言なし － 

 

荒木座長     全体会での市長等への質問があればご発言願います。 

上田委員     まず、無電柱化については今、計画を立てられているところだと

いうふうに思っていまして、今はパブリックコメントを募集されて

おるというふうに思っています。全体計画の中では、今日説明あっ

たとおり 500ｍで 3 億円が必要で、実際の市の負担としては 1.5 億

円ということでした。それについては、議員の一般質問もあった中

で、そのような計画を立てられているというようなことになってい

ます。だからそれと整理して、本当にこの町の中だけのものを私は、

やらなくてもいいということは言えないと思いますけども、先ほど

質疑がありましたとおり、実際の道路修繕、要望等で約 6,000万円。

そして、渡辺委員から質疑がありましたとおり、令和 2 年計画の修

繕必要箇所の調査結果が全く手つかずの状態であるというようなと

ころ、そして河川等については、土砂しゅんせつは 1 か所の予算が

上がっているのですが、普通河川などは 60万円しか上がってないと

いうようなことを含めて、実際の整合性はどうなのか。道路も無電

柱化も防災計画、景観計画に基づく計画でございますけども、実際

に予算の同じ道路行政の中で、今の予算の使い道が本当に適切だと

考えておられるのかというところの整合性は問うたらいいかなとい

うふうに思っております。ちょっと今はまとめきれていませんが、

そのような内容かなというふうに思っています。 

渡辺委員     私も同じような意見です。特に、先ほども指摘があった部分で、

市のほうで令和 2 年度に市道の修繕の必要な箇所を調査しているん

ですけども、令和 2 年からなので 5 年間、全く手つかずというよう

な状態になっているというのは非常に心配です。建設改良関係の一

般の人件費から資材費もろもろも上がってくる中で、地中化につい

てはやはり慎重に進めていかないと、市全体としてバランスのとれ

た土木工事ができなくなってしまうんではないかなというふうに思

いますので、実際問題、本当に無電柱化を進めていくつもりが本当

に覚悟を持ってあげられているのかという部分については、しっか
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り確認しておかないと、もう令和 8 年度に地域のほうへ入って話を

してしまうと、それが進むものだということで期待を持たれて、止

められなくなってしまうので、今の段階であれば、ある程度、方向

修正ができる可能性もあるなという思いから、市長の無電柱化と、

全市的な道路、河川と、市として責任持ってやっていかなければな

らない部分のところ、どういうふうに行っていくのかという部分に

ついては、委員会としては確認しておく必要があるのかなというふ

うに思いますので、そのような内容で市長総括してもらえたらうれ

しいです。 

隅田副座長    同じように思います。 

荒木座長     それでは上田委員、渡辺委員がおっしゃってくださったように、

本日の協議内容を市長へ確認したい旨を全体会に持ち上がり、報告

したいと思いますが、これに御異議はありませんか。 

 

－ 異議なし － 

 

 

議案第４０号 令和８年度丹波篠山市水道事業会計予算 

議案第４１号 令和８年度丹波篠山市下水道事業会計予算 

 

―部長、市長への確認質問なしー 

 

■意向確認  

議案第３６号 令和８年度丹波篠山市一般会計予算 

議案第４０号 令和８年度丹波篠山市水道事業会計予算 

議案第４１号 令和８年度丹波篠山市下水道事業会計予算 

 

              ―全員賛成― 

 

荒木座長    この結果を含め、各委員との質疑、答弁の内容について、座長報告

を行いたい。報告については、座長に一任いただきたい。 

        また、当初予算審査にかかる会議の記録については、事務局に調製

させ、座長、副座長において内容確認を行いたい。 

 

              －異議なし― 
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隅田副座長 あいさつ 

 

散会 １６：１４ 

 

 

 


